
資料３

全国市町村情報管理主管課長会（仮称）全国市町村情報管理主管課長会（仮称）

の運用方法（案）、活動内容（案）の運用方法（案）、活動内容（案）
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１ 運用方法
（１）ホームページ上に専用コーナー設置
　　　設立総会終了後に地方自治情報センターホームページ上に本会の専用コーナーを開設する。なお、専用
　　コーナーは、ＩＤとパスワードが必要となる仕組みである。

（２）会員ＩＤの発行
　　　設立総会終了後に、会員に会員ＩＤ（ＩＤ、パスワード）を郵送にて配布する。なお、会員ＩＤは地方自治情報
　　　センターホームページ上にある「LASDEC正会員コーナー」と同じ会員ＩＤとする。
　　　＊従来までの「LASDEC正会員コーナー」にはいる会員ＩＤは廃止し、新規に配布。

（３）会員ＩＤの付与・削除
　　　本会の会員は地方自治情報センターの会員と同一であるため、地方自治情報センターの会員資格の取　
　　　得及び喪失の際は事務局（地方自治情報センター）が会員ＩＤの付与及び削除を行う。

（４）専用コーナー利用規約等
　　　専用コーナーを利用するに当たっての利用規約については、地方自治情報センターホームページ上にあ
　　る　「LASDEC正会員コーナー」と同じ会員ＩＤを使用するため、「LASDEC正会員コーナー利用規約」を準拠
　　する。また、専用コーナーにて情報交換を行う場合についても「LASDEC正会員コーナー」の「LASDEC会員
　　フォーラムの利用について」を準拠する。

（５）専用コーナーの情報の更新及び内容変更
　　　情報の更新や内容の変更については、事務局（地方自治情報センター）が行う。ただし、更新及び変更に
　　当たり重要と思われる事項については、事務局が会長に諮り、会長が必要と認める場合は、役員会議を　
　　　開催し決定する。またその際、役員会議が必要と認める場合は総会を開催し決定する。
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２ 活動内容

（１）ネットワーク上での活動（画面例は別紙イメージのとおり）
　① 総会コーナー
　 ア　総会の開催
　 　　本会の運営についての重要な事項及び本会則の改正等については、遠隔会議による総会を開催する。
　 　　総会の議事は、遠隔会議の有効回答数の過半数をもって決することとする。
　 　　なお、有効回答は掲載日から約１４日間を有効とし、その旨を掲示する。また、回答は各会員１票（１団　
　　　体１票）とし、１団体からの二重投票については無効票とする。

　イ　総会結果
　　　総会後の結果を掲載する。

　ウ　役員会議報告
　　 　役員会議の議事録や役員会議で決定した事項を報告する。

②　情報提供コーナー
　ア　国、地方公共団体の情報化施策
　　　国からの情報化施策の状況や地方公共団体の情報化の状況・システム構築事例を掲載する。

　イ　各団体の調査情報
　　　調査コーナーで各団体に照会をかけた調査結果を集計し、情報提供する。

　ウ　メーカー情報
　　　情報関連企業(当センター賛助会員)の協力を得て、各企業の市町村関連情報システム等を掲載する。

エ　Ｑ＆Ａ

情報交換や質問等で多かった事項についてＱ＆Ａ方式で提供する。
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オ　地方自治情報センターからのお知らせ
　　 当センターの正会員にのみお知らせする事項等や「月刊LASDEC」の内容をタイムリーに掲載する。

③　調査コーナー
ア 随時的な調査
　　投票方式による簡易な調査を随時行い、リアルタイムに回答状況が閲覧できる調査を実施する。

イ　定期的な調査
　　市町村に調査してもらいたい内容を募集し、事務局が調査項目をまとめて照会する。
　その後、個別に調査項目を立てて（例：税システムコーナー、電子自治体コーナーなど）個別での調査を行

　　うこともできる仕組みとする。

④ 情報交換・照会コーナー
　 総合的な情報交換の場や団体階層別、課題別の情報交換を行うことができる仕組みとする。また、団体　

　　　で困っていることや各団体での対応状況など、知りたい情報を投稿し、各団体から回答してもらうことができ
　　　る仕組みとする。

（２）講演会
会員団体からの照会で要望が多い内容について、全国各地での講演会等を実施していく。

３　その他
　　ネットワーク上の活動や講演会の実施などは、会員の意見を取り入れながら、早期に実現可能なものから
　実施していくこととする。
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全国市町村情報管理主管課長会コーナー
（このコーナーはセンターの正会員である市町
村の会員専用のコーナーです。専用のＩＤ・パ
スワードが必要です。）

「LASDEC正会員ｺｰﾅｰ」
からのアクセスも可能

地方自治情報センター
ホームページにアクセスする
http://www.lasdec.nippon-et.ne.jp/
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ID・パスワード入力



専用コーナートップ

各コーナーをクリックする
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総会コーナー
（開始時期：役員会議の決定により開始。）

会員各位　　　　　　　　　　　　　　　　　平成15年2月18日

第１回全国市町村情報管理主管課長会総会の開催について

標記の件についてﾈｯﾄﾜｰｸで以下の議案について審議したいと

存じますのでご回答いただきますようお願い申し上げます。

1.  議案1　　 本会会則第○条の改正について

2. 議案2　　　　特別会員の承認について

3. 開催期間 ４月１日～５月1日

上記議案の詳細及び賛否はこちらから

議案詳細表示

議案１

　　　　　詳細内容表示

議案２

　　　　　詳細内容表示

議案1について
□賛成　　　　　　　□反対

送信

議案2について
□賛成　　　　　　　□反対

議案への投票

○○○市団体名

氏名

ご意見

総会結果

第１回総会の結果は次の通りになりました。

議案１　　　　賛成　６０％（６００票）

市：8票
　　　　　　　　　　　　町：1票
　　　　　　　　　　　　村：0票　
　　　　　　　　反対　４０％（４００票）

市：8票
　　　　　　　　　　　　町：1票
　　　　　　　　　　　　村：0票

詳細表示

有効回答１０００票の賛成過半数により議案１に
ついては可決されました。
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情報提供コーナー
（開始時期：設立総会後開始。一部は１５年度以降）

メーカー情報

（市町村向け情報化関連情報）

○○電器（株）

▲▲電気（株）

○○電器（株）の該当ページへ
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開始時期：平成15年度以降



調査コーナー
（開始時期：設立総会後開始。一部は１５年度以降）

現在の調査結果

現在、電子自治体関係で構築済みのｼｽﾃﾑはなんですか。
□電子申請システム　　　　２０％（１０票）

　　　　　　　　　　　　市：8票
　　　　　　　　　　　　町：1票
　　　　　　　　　　　　村：0票　　　　

□電子調達システム　　　　４０％（２０票）

　　　　　　　　　　　 市：15票
　　　　　　　　　　　　町：3票
　　　　　　　　　　　　村：2票

□電子文書管理システム　４０％（２０票）

　　　　　　　　　　　 市：13票
　　　　　　　　　　　　町：7票
　　　　　　　　　　　　村：0票

過去の調査結果

アクションプランは策定済みですか

　　　　　（平成１４年１２月１日～平成１４年１２月２７日）

統合型GISは構築済みですか

　　　　　（平成１４年１１月１日～平成１４年１２月１日）

随時調査

現在、電子自治体関係で構築済みのｼｽﾃﾑはなんですか。

□電子申請システム

□電子調達システム

□電子文書管理システム

送信 現在の調査結果 過去の調査結果

１．電子自治体ｼｽﾃﾑ化調査

開始時期：平成15年度以降
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調査結果は情報提供コー
ナーの「各団体の調査情
報」に反映される



情報交換・照会コーナー
（開始時期：１５年度以降）

開始時期：平成15年度以降
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課長会会員名簿
（開始時期：設立総会後開始）

会員一覧表

団体名・部門・連絡先

団体名のみ

JISCode 県名 法人名称 部門名 住所

12025 北海道 函館市 総務部情報システム課 北海道函館市東雲町４―１３

12033 北海道 小樽市 事務管理課 北海道小樽市花園２―１２―１

12041 北海道 旭川市 情報システム課 北海道旭川市６条通９－４６

12050 北海道 室蘭市 電算システム課 北海道室蘭市幸町１―２

12068 北海道 釧路市 電算システム主幹 北海道釧路市黒金町７－５

12076 北海道 帯広市 情報システム課 北海道帯広市西５条南７―１

12084 北海道 北見市 総務部情報システム課 北海道北見市北５条東２―１

12106 北海道 岩見沢市 電算室電算係 北海道岩見沢市鳩が丘１―１―１

12114 北海道 網走市 電子計算課記録管理係 北海道網走市南６条東４－１
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会員総数

平成１４年１１月１日現在

市　　６０４

町１，０９１

村　　１８８

　　　　　合計１，８８３


